
電子提供措置の開始日2025年６月5日

第80回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

会 社 の 新 株 予 約 権 等 に 関 す る 事 項
（１）当社取締役が保有している職務執行の対

価として交付された新株予約権の状況
（２）当事業年度中に職務執行の対価として使

用人等に交付した新株予約権の状況
（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
会 社 の 体 制 及 び 方 針
（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その
他業務の適正を確保するための体制

（２）業務の適正を確保するための体制の運用
状況の概要

（３）株式会社の支配に関する基本方針
連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

日本精機株式会社
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会社の新株予約権等に関する事項（2025年3月31日現在）
（1）当社取締役が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

名 称 割当日
新株
予約権
の数

保有人数
取締役（監
査等委員及
び社外取締
役を除く）

新株予約権の
目的である
株式の種類
及び数

行使価額 行使期間

日本精機株式会社
第1回新株予約権

2011年
7月19日 11個 1名 当社普通株式

1,100株
1株当たり
1円

2011年7月20日
〜2041年7月19日

日本精機株式会社
第2回新株予約権

2012年
7月19日 15個 1名 当社普通株式

1,500株
1株当たり
1円

2012年7月20日
〜2042年7月19日

日本精機株式会社
第3回新株予約権

2013年
7月18日 10個 1名 当社普通株式

1,000株
1株当たり
1円

2013年7月19日
〜2043年7月18日

日本精機株式会社
第4回新株予約権

2014年
7月17日 8個 1名 当社普通株式

800株
1株当たり
1円

2014年7月18日
〜2044年7月17日

日本精機株式会社
第5回新株予約権

2015年
7月17日 6個 2名 当社普通株式

600株
1株当たり
1円

2015年7月18日
〜2045年7月17日

日本精機株式会社
第6回新株予約権

2016年
7月20日 12個 2名 当社普通株式

1,200株
1株当たり
1円

2016年7月21日
〜2046年7月20日

日本精機株式会社
第7回新株予約権

2017年
7月20日 10個 1名 当社普通株式

1,000株
1株当たり
1円

2017年7月21日
〜2047年7月20日

日本精機株式会社
第8回新株予約権

2018年
7月20日 13個 2名 当社普通株式

1,300株
1株当たり
1円

2018年7月21日
〜2048年7月20日

日本精機株式会社
第9回新株予約権

2019年
7月19日 16個 2名 当社普通株式

1,600株
1株当たり
1円

2019年7月20日
〜2049年7月19日

日本精機株式会社
第10回新株予約権

2020年
7月17日 50個 3名 当社普通株式

5,000株
1株当たり
1円

2020年7月18日
〜2050年7月17日

日本精機株式会社
第11回新株予約権

2021年
7月16日 55個 3名 当社普通株式

5,500株
1株当たり
1円

2021年7月17日
〜2051年7月16日

日本精機株式会社
第12回新株予約権

2022年
7月20日 126個 4名 当社普通株式

12,600株
1株当たり
1円

2022年7月21日
〜2052年7月20日

日本精機株式会社
第13回新株予約権

2023年
7月20日 120個 4名 当社普通株式

12,000株
1株当たり
1円

2023年7月21日
〜2053年7月20日
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（注） 新株予約権の主な行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を
経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。但し、新株予約権者が当社
の取締役又は執行役員の地位にある場合においても、下記の年月日以降においては各回の新株
予約権を行使することができる。
第１回 2040年7月20日以降 第８回 2047年7月21日以降
第２回 2041年7月20日以降 第９回 2048年7月20日以降
第３回 2042年7月19日以降 第10回 2049年7月18日以降
第４回 2043年7月18日以降 第11回 2050年7月17日以降
第５回 2044年7月18日以降 第12回 2051年7月21日以降
第６回 2045年7月21日以降 第13回 2052年7月21日以降
第７回 2046年7月21日以降

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はございません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はございません。
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会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制
1．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）代表取締役社長社長執行役員から当社グループにおけるコンプライアンスを重視した
企業活動を宣言するとともに、このコンプライアンス宣言を全役職員が常時携帯する冊
子に掲載し周知を図る。さらに、コンプライアンス行動指針を制定し、内部通報制度の
概要を含め全役職員に法令及び社会倫理遵守の精神を醸成し、法令及び社会倫理遵守が
企業活動の前提であることを徹底する。

（2）コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス・オフィサーに代表取締役社長
社長執行役員が指名する取締役又は役付執行役員を任命するとともに、当該委員会に
て、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題・課題把握と啓発活動に努め、
コンプライアンス違反に関する重要な問題点について審議し、継続的改善を推進する。
また、各業務担当取締役及び執行役員は、各業務部門固有のコンプライアンスリスク

の分析と対策を行い、継続的に質向上を図る。
（3）使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合に、速やかに報告できる内部通報
窓口をコンプライアンス委員会に設け、内部通報を受けた当該委員会は、その内容を精
査し、担当部門と再発防止策を協議・決定し、全社展開を図ることで、係るシステム
が、より活発に利用されるよう推進する。
また、弁護士による外部窓口を設け、内部通報を受けた弁護士は、速やかにコンプラ

イアンス委員会へ報告する体制とし、問題の早期発見、解決を図る。
2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき関連規程の作成と発
行の管理を適切に行い、かつ機密管理規程により機密管理体制を明確にし、その管理体
制のもと文書又は電磁的媒体（以下、「文書等」という。）にて記録し、必要により閲覧
制限を設定して適切に保存及び管理する。

（2）係る文書等は、取締役が必要により直ちに閲覧できる保存管理体制とする。
3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリス
クについては、それぞれの担当部署が、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニ
ュアルの作成・配布等を行い、当社グループにおけるリスク認識と対応方法の共有化を
図る。
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（2）リスクマネジメント委員会を設置し、リスクマネジメント・オフィサーに代表取締役
社長社長執行役員が指名する取締役又は役付執行役員を任命するとともに、当該委員会
にて組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応と当社グループへの展開を図り、継続
的改善を推進する。

（3）新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役
又は執行役員を定めるとともに、担当部署を定め迅速、適切に対応する。

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）組織・分掌規程や職務権限規程といった職務権限・意思決定ルールに則り、職務を遂
行する。

（2）代表取締役社長社長執行役員により指名された各本部を代表する者等で構成する本部
長会議を設置し、当社グループ全体の視点から、本部間及び会社間にまたがる案件につ
いて横断的議論を行うとともに、業務執行に関する課題の抽出と対応方針の協議を行
う。また、重要な投資及び売却・廃棄案件の審査を行う。

（3）「受注戦略会議」、「品質会議」、「コスト会議」、「技術会議」、「生産性会議」の５つの
会議は、各会議に紐づく経営施策（今後の成長を支える土台造りとしてのテーマ）、プ
ロセステーマ（顕在化している課題への対応テーマ）の推進及び経営会議への実績報告
を行うとともに、関連する先行投資やリスク投資の審議を行う。各部門は、この結果を
本部長会議に報告する。

（4）取締役会が指名する取締役及び上席執行役員以上の執行役員で構成する経営会議を設
置し、取締役会で意思決定を行う事項の事前検討を行うとともに、取締役会から委任さ
れた権限の範囲内で当社の業務執行について意思決定を行う。

（5）取締役会は中期経営計画に基づき単年度事業計画・予算設定及び月次・四半期業績管
理を行う。

5．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）当社各本部・委員会は、グループマネジメント会議等を通じて情報の共有化を図ると
ともに、企業集団としての内部統制体制の実効性が高まるよう関係部門と連携する。

（2）当社内部監査部門は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社
長社長執行役員及び監査等委員会に報告する。代表取締役社長社長執行役員の指示によ
り、経営会議若しくは取締役会、又はその双方に報告し、内部統制の改善を行う。

（3）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社が定める取締役会規程、経営会議規程並びに関係会社管理規程及び要領

に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、定期的又は随時に関係資料の提出
等を求める。
当社は、定期的又は随時にグループマネジメント会議を開催し、その他、必要に応じ

て子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況の報告を受ける。
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（4）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社に規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布

等を行い、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に
係るリスクについて、これを子会社に周知することにより、リスク認識と対応方法の共
有化を図る。

（5）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、関係会社管理規程及び要領に基づき、子会社の経営の独立性を尊重する一

方、一定の事項については重要度に応じ、当社（取締役会、経営会議若しくは当社代表
取締役）の承認又は当社への報告を求める。
当社において、定期的又は随時にグループマネジメント会議を開催し、その中で子会

社と問題を共有することによって、子会社の経営課題の解決に努める。
（6）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
当社は、グループ共通のコンプライアンス行動指針及び企業倫理に基づき、子会社の

取締役等及び使用人が法令及び定款に適合し、社会的な要請にこたえる事業活動に努め
る体制を構築する。
当社は、子会社に法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を

図るために内部通報制度の設置を求めるとともに、当社の内部通報窓口及び弁護士によ
る外部窓口も併せて利用できる体制を構築する。
当社は、子会社の業務全般について内部監査部門が監査できる体制を構築し、その指

摘事項を子会社に遵守させる。
6．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに、その使用人の取締役（監
査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び監査等委員会のその使用
人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査等委員会の職務を補助し、監査等委員会の運営に関する事務（以下、「補助業務」
という。）を行うため、内部統制部門に監査等委員会事務局を設置し、当該補助業務を
行う専属の使用人を配置する。

（2）当該補助業務を行う使用人は、補助業務については監査等委員会の指揮命令下で職務
を遂行し、当該使用人の人事異動、評価等の人事に関する事項については事前に監査等
委員会の承諾を得て行う。

7．当社及び子会社の取締役（当社の監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等
委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

（1）当社及び子会社の取締役（当社の監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、
当社及び子会社に重大な法令、定款違反や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
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その他会社運営上の重要事項があるときは、これを直ちに当社監査等委員会に報告す
る。

（2）当社及び子会社の内部監査部門は監査の結果を適時に当社監査等委員会に報告する。
（3）当社及び子会社の内部通報担当者は内部通報を受け付けた場合、速やかに当社監査等
委員会に報告する。

（4）当社内部監査部門、法務部門、人事部門、企画部門等は定期的又は随時に、監査等委
員会に対する報告会を実施し、当社及び子会社における内部監査、コンプライアンス、
リスク管理の現状を報告する。

（5）当社及び子会社の取締役（当社の監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は当
社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは速やかに適
切な報告を行う。

8．監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社及び子会社の取締役（当社の監査等委員

である取締役を除く。）及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として解雇した
り人事異動や評価等について不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会
社の取締役（当社の監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に周知徹底する。

9．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務を執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）する上

で必要な費用は請求により会社は速やかに支払うものとする。
10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）代表取締役は、監査等委員会と定期的に重要課題の意見・情報の交換を行う。
（2）監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と定期的又は随時に監査情報の共有化
と相互活用のための意見・情報の交換を行う。

（3）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は監査等委員会又はその補助
使用人から業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出・説明を求められた
ときは迅速、適切に対応する。

11．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の提

出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長社長執行役員の指示の下、適切な内部統
制を整備し、運用する体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価
し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確
保する。
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12．反社会的勢力排除に向けた体制整備
（1）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンス宣言に『市民社会の秩序や安全
に脅威を与える反社会的勢力及びその団体に対しては、毅然とした態度で対応し、一切
の関係を持ちません。』と定め、全社的に取組む。

（2）反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社のコンプライアンス宣言に反社会的勢力に対する基本方針を示すとともに、反社

会的勢力排除に向け次のように体制を整備する。
①対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

法務部門を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し対応する。各事業
所、営業所等に不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力からの不当要求に屈しな
い体制を構築する。

②外部の専門機関との連携状況
所轄警察署、警察本部組織犯罪対策課や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等

の外部専門機関とともに連携して、反社会的勢力を排除する体制を整備する。また、
新潟県企業対象暴力対策協議会に所属して、その指導を受けるとともに情報の共有化
を図る。

③反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
法務部門が反社会的勢力に関する情報を収集して一元管理し、反社会的勢力である

かどうかを確認する。
④反社会的勢力排除に関する規程の整備状況

当社は、反社会的勢力遮断規程を定め、反社会的勢力との関係を一切遮断し、当社
が社会から更に信頼される企業となる体制を構築する。

⑤研修活動の実施状況
法務部門は、当社及びグループ各社に反社会的勢力排除に向けた啓発活動を行う。

13．内部統制の実効性の評価に関する体制
当社は、事業運営において各部門・委員会から代表取締役社長社長執行役員、経営会

議及び取締役会向けの各種報告並びにその評価、改善をもって、実効ある内部統制を推
進している。
この体制を強化するべく、内部統制推進会議を設置している。各部門・委員会は内部

統制システムの運用状況に関して、定期的に内部統制推進会議へ報告を行う。
内部統制推進会議は、内部統制の運用状況の評価を行い、その結果を代表取締役社長

社長執行役員及び取締役会へ報告する。
内部統制推進会議は、代表取締役社長社長執行役員及び取締役会からの指摘並びに自

らの評価結果に基づいて、内部統制システムの改善を行い、定期的に見直しを行う。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
1． コンプライアンス体制

当社における当事業年度のコンプライアンスへの取り組みは、国内外の法改正動向の
重要情報等を整理し、委員会で情報共有して社内展開を図るとともに、社内掲示板を利
用した従業員向けの啓発活動等を通じて実施しております。
また、これらの活動を通じて、その機会と成果をグループ各社と共有し、当社グルー

プのコンプライアンスの維持向上に努めております。
2． リスク管理体制

当社における当事業年度のリスク管理への取り組みとして、事業継続の観点から、災
害や事故等を未然に回避し、被害を最小限に止めるため、南海トラフを震源とする地震
や首都直下型地震及び熊本水害を発端とした日本三大急流におけるサプライヤーへの被
害の想定及び対策の検討を行うとともに、サプライヤーの災害に対する耐力把握等を行
っております。防災対策確立のため、災害を想定した定期的な各種設備の点検や防災訓
練、安否確認システムの運用等を実施しております。さらに、機密漏洩リスクに関して
は、機密管理強化月間を通じた従業員向けの啓発活動及び監査を実施するなど、機密情
報を漏洩させない仕組みの構築にも取り組んでおります。
これらの活動を通じて、その機会と成果をグループ各社と共有し、当社グループのリ

スク低減活動に取り組んでおります。
3． 取締役の職務執行の適正及び効率化の確保に対する取り組みの状況

当社の取締役会は、取締役10名（うち社外取締役5名）で構成されており、原則とし
て月に1回定期的に開催しております。当事業年度は、15回開催いたしました。
また、当社は取締役会が指名する取締役及び上席執行役員以上の執行役員で構成する

経営会議を設置しており、経営会議に対しては、一定の権限を委譲した上で迅速な業務
執行を図っております。当事業年度は、25回開催いたしました。
そのほか、本部長会議等の主要会議を活用し、効率化を図っております。

4． 監査等委員会の職務執行及び監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、社外取締役である監査等委員4名で構

成されており、原則として月に1回定期的に開催しております。当事業年度は、監査等
委員会を13回開催いたしました。監査等委員は、取締役会及び重要な会議に出席し取
締役及び使用人の職務執行状況を監査しております。
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また、監査室及び会計監査人と定期的に三様監査会議を開催し、グループ各社を含め
た監査計画・結果や内部統制等における課題認識の共有を図り、各監査機関の実効性向
上に努めております。

5． 内部統制推進体制
内部統制推進会議を年2回開催し、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の各委

員会における計画・実績・課題と対応の報告を受け、評価・改善を行っております。

（3）株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につ

いては、特に定めておりません。
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1. 連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、「ＩＦＲＳ会計基
準」という。）に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、ＩＦＲＳ
会計基準で求められる開示事項の一部を省略しております。

2. 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 33社
主要な連結子会社の名称 エヌエスアドバンテック（株）、NSウエスト（株）、共栄エンジニアリン

グ（株）、（株）NS・コンピュータサービス、日精サービス（株）、（株）
ホンダ四輪販売長岡、新潟マツダ自動車（株）、（株）マツダモビリティ
新潟、（株）カーステーション新潟、ユーケーエヌ・エス・アイ社、ニッ
ポンセイキヨーロッパ社、ニッポンセイキポーランド社、ニューサバイ
ナインダストリーズ社、エヌ・エス・インターナショナル社、ニッポン
セイキ・デ・メヒコ社、ニッポンセイキ・ド・ブラジル社、タイ-ニッポ
ンセイキ社、タイ マット エヌエス社、インドネシア ニッポンセイキ
社、ベトナム・ニッポンセイキ社、ダナンニッポンセイキ社、エヌエス
インスツルメンツ インディア社、香港日本精機有限公司、東莞日精電子
有限公司、上海日精儀器有限公司、日精儀器武漢有限公司、日精儀器科
技（上海）有限公司、台湾日精儀器股份有限公司、日精工程塑料（南通）
有限公司

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
国内の連結子会社及び一部を除く海外の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しておりま

す。なお、一部の海外連結子会社は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており
ます。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産、その他の包
括利益を通じて公正価値で測定される金融資産及び償却原価で測定される金融資産に分類しておりま
す。この分類は、当初認識時に決定しております。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類される場合を除き、公

正価値に取引費用を加算した金額で当初測定しております。
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金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定される金融資産に分類しており
ます。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基
づいて資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払いのみであるキャッシュ・フ
ローが特定の日に生じる。

償却原価で測定される金融資産に分類されなかった金融資産のうち、当初認識時に公正価値の事後
的な変動をその他の包括利益で表示することを選択した、売買目的保有ではない資本性金融商品につ
いてはその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類し、それ以外の金融資産につ
いては純損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類しております。

（ⅱ）事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
償却原価で測定される金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産とその他の包括利益を通じて公正価値で測定される

金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その変動額はそれぞれ純損益、その他の包括
利益として認識しております。その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産については、
その他の包括利益で計上した額が純損益に振り替えられることはありません。ただし、その他の包括
利益を通じて公正価値で測定される金融資産からの配当金については、その配当金が投資元本の払戻
しであることが明らかな場合を除き、純損益として認識しております。
なお、その他の包括利益で計上したその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の公

正価値の変動額については連結財政状態計算書の「その他の資本の構成要素」に計上しており、当該
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の認識を中止した場合には利益剰余金に直
接振り替えております。

（ⅲ）金融資産の減損
償却原価で測定される金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
当社グループでは、金融資産にかかる信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうか

を報告期間の末日ごとに評価し、著しく増加していない場合には12ヵ月の予想信用損失に等しい金額
を、信用リスクが当初認識時点から著しく増加している場合には全期間の予想信用損失に等しい金額
を、貸倒引当金として認識しております。
また、過去に減損損失を認識した金融資産について、当初減損損失を認識した後に発生した事象に

より減損損失の金額が減少した場合には、過去に認識した減損損失を戻入れ、純損益として認識して
おります。
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（ⅳ）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する場合、又は

当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合にのみ金融資産
の認識を中止しております。

②棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価は、原

則として総平均法に基づいて算定しております。また、正味実現可能価額は、通常の事業過程における
予想売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積費用を控除した額であります。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産

有形固定資産については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を
控除した額で測定しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用及び原状回復費用等が含まれております。
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上

しております。
主な見積耐用年数は次のとおりであります。
・建物及び構築物 ２〜50年
・機械装置及び運搬具 ２〜15年
・工具、器具及び備品 ２〜20年

②無形資産
（ⅰ）ソフトウエア

内部利用のソフトウエアは、当初認識時に取得原価で測定しております。準備段階において発生し
た内部及び外部費用は発生時の費用とし、開発段階において発生した内部及び外部費用を無形資産に
計上しております。導入後に発生するメンテナンス等の費用は発生時の費用としております。
償却費は、見積耐用年数（主に５年）にわたり定額法で計上しております。

（ⅱ）開発費
新しい科学的又は技術的知識を得ることを目的とする研究開発活動に対する支出は、発生時に費用

計上しております。
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開発活動による支出については、以下の条件を満たす場合に無形資産として資産計上しております。
・開発を完成させることが技術的に実現可能である
・開発した無形資産を、使用又は売却する意図がある
・開発した無形資産を、使用又は売却する能力がある
・開発した無形資産により、将来経済的便益を得られる可能性が高い
・無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用又は売却するために必要な経営資源を有している
・開発費を信頼性をもって測定できる
償却費は、見積耐用年数（５年）にわたり定額法で計上しております。

（ⅲ）特許権
特許権は、当初認識時に取得原価で測定しております。
償却費は、見積耐用年数（11年）にわたり定額法で計上しております。

③リース
（借手側）

リース取引におけるリース負債は、リース開始日におけるリース料総額の未決済分の割引現在価値
として測定を行っております。使用権資産については、リース負債の当初測定額に当初直接コスト等
を調整して測定を行っております。使用権資産は、リース期間又は経済的耐用年数のいずれか短い期
間で規則的に償却しております。
リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるように、金融費用とリース負債残高の返

済部分とに配分しております。金融費用は連結損益計算書上、使用権資産に係る減価償却と区分して
表示しております。
契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法的にはリース

の形態をとらないものであっても、契約の実質に基づき判断しております。
なお、リース期間が12ヶ月以内に終了するリース及び原資産が少額であるリースについて、当該リ

ースに関連したリース料を、リース期間にわたり定額法により費用として認識しております。
（貸手側）

貸手としてのリース取引で重要なものはありません。
（3）重要な引当金の計上基準

引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務を負っており、当該債務を決済する
ために経済的便益を有する資源の流出を生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見
積りが可能な場合に認識しております。引当金は、時間的価値の影響が重要な場合には、見積将来キャ
ッシュ・フローを貨幣の時間的価値に対する現在の市場評価とその負債に特有のリスクを反映した税引
前割引率を用いて現在価値に割り引いております。
主な引当金の計上方法は次のとおりであります。

製品補償損失引当金
顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係わる費用に備えるため、今後発生が見込まれる補償

費等について合理的に見積もられる額を計上しております。
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（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①従業員給付

（ⅰ）退職後給付
当社グループは、従業員の退職後給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を有しております。
当社グループは、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用を、予測単位積増方式を

用いて算定しております。
確定給付制度債務の現在価値の計算に用いる割引率は、給付支払の見積時期を反映させ、原則とし

て報告期間の末日時点における優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控

除し算定しております。また、勤務費用と確定給付債務（資産）の純額に係る利息純額は、発生した
会計期間において純損益として認識しております。確定給付制度の給付債務及び制度資産の再測定に
よる債務の増減をその他の包括利益で認識し、累積額は直ちに利益剰余金に振り替えております。

（ⅱ）短期従業員給付
短期従業員給付は、従業員により労働が提供された時点で、当該労働の対価として支払うと見込ま

れる額を純損益として認識しております。
賞与は、従業員から過去に提供された労働の対価として支払うべき現在の法的又は推定的債務を負

っており、かつ信頼性をもって金額を見積ることができる場合に、負債として認識しております。
②収益

当社グループは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当金等並びにIFRS第16号「リース」に
基づく賃貸収入等を除き、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引金額を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社グループは「車載部品事業」、「民生部品事業」、「樹脂コンパウンド事業」並びに「自動車販売事

業」を主な事業としており、製品の製造販売及び自動車の販売等を行っております。製品の販売につい
ては、製品を顧客に引渡した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充
足されると判断し、当該製品の引渡し時点で収益を認識しております。また、自動車の販売等につきま
しても、引渡し時点で収益を認識しております。収益は、顧客との契約において約束された対価から、
値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。
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③外貨換算
（ⅰ）外貨建取引

当社グループの各企業は、その企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨として、それぞれ独自
の機能通貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しております。
各企業が個別財務諸表を作成する際、その企業の機能通貨以外の通貨での取引の換算については、

取引日の為替レート、又は取引日の為替レートに近似するレートを使用しております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで換算しております。
換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。

（ⅱ）在外営業活動体の財務諸表
在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については期中平均

為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差
額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体について、支配の喪失をした場合
には、その他の包括利益として認識された在外営業活動体の換算差額の累計額を処分した期間に純損
益として認識しております。
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（表示方法の変更に関する注記）
従来、自己株式処分差損は、「資本剰余金」に表示しておりましたが、当連結会計年度において金額の重要

性が増したため、当連結会計年度より、自己株式処分差損相当の資本剰余金を「利益剰余金」へ振り替えて表
示する方法へ変更しております。この表示方法の変更に伴い、当連結会計年度の連結持分変動計算書の当期首
残高において、「資本剰余金」に含めて表示していた1,359百万円は、「利益剰余金」に組み替えております。

（会計上の見積りに関する注記）
繰延税金資産の回収の可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 5,835百万円 繰延税金負債 9,372百万円
うち日本精機株式会社分
繰延税金資産（繰延税金負債との相殺前） 445百万円 繰延税金負債（純額） 3,575百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産に係る算出方法につきましては、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金等のうち将来そ

の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識しております。また、回収可能性につき
ましては、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及びタックス・プランニングに基づき判断しておりま
す。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
当社は、グループ通算制度を採用しております。課税所得の見積りは、取締役会にて承認された通算会社

の経営計画のうち、主に当社の経営計画に基づき行っております。
経営計画に含まれる見積りに用いた主要な仮定は、販売価格の値上げ、販売台数の変動の予測になりま

す。将来の販売価格の値上げ、販売台数の変動については、顧客から入手した情報を基に過去の実績等を勘
案し、設定しております。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
見積りに用いた主要な仮定である販売価格の値上げ、販売台数の変動は、市場となる国や地域の景気悪化

等の影響を受ける恐れがあるなど、不確実な経済条件の変動等により、回収可能価額の見積りに重要な影響
を及ぼす可能性があります。
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（連結財政状態計算書に関する注記）
1. 資産から直接控除した貸倒引当金 110百万円
2. 担保に供している資産及び担保に係る債務

建物 2百万円、土地 153百万円を取引保証の担保に差入れております。
3. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 155,661百万円
4. 偶発負債

当社のインドの連結子会社であるNS Instruments India Pvt.Ltd. (以下、NSIP)は自動車用計器類のインド
国内での販売に関連するGST(物品サービス税)の適用税率について、同国税務当局と見解の相違が生じるなか
で、2025年１月に過年度分のGST、延滞税及び加算税支払いのOrder in original(日本の更生通知書に相当)
を受けております。
NSIPは正当な根拠に欠く更生通知書であると判断し、これを不服とし2025年４月に同国アーンドラ・プラ

デーシュ州の高等裁判所に対して異議申立を実施いたしました。
本訴訟に関連し、連結計算書類上、更生通知書の金額の一部をその他費用として費用計上しております。

（連結持分変動計算書に関する注記）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 60,907,599株 − 2,436,300 58,471,299株
2. 剰余金の配当に関する事項

当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2024年５月22日
取締役会 普通株式 1,490百万円 25.0円 2024年３月31日 2024年６月28日

2024年10月31日
取締役会 普通株式 1,466百万円 25.0円 2024年９月30日 2024年12月６日
当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金
の総額

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年５月21日
取締役会 普通株式 利益剰余金 1,434百万円 25.0円 2025年３月31日 2025年６月30日

3. 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権（権利行使期間が到来していないものを除
く）の目的となる株式の数
普通株式 75,904株
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入
による方針であります。また、デリバティブは、外貨建ての営業債権債務の為替変動リスクを回避する
ために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品のリスク
①信用リスク

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リ
スクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとと
もに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。

②流動性リスク
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に

設備投資に係る資金調達であります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループは、各社が月次に資金繰計画

を作成するなどの方法により管理しております。
③市場リスク

上場株式等の資本性金融商品は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を
有する企業の株式であります。

2. 金融商品の公正価値等に関する事項
社債（１年内償還予定を含む）及び長期借入金（１年内返済予定を含む）を除く償却原価で測定される

金融商品については、短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっていること
から以下の表には含めておりません。
また、経常的に公正価値で測定する金融商品についても、公正価値は帳簿価額と一致することから以下

の表には含めておりません。
帳簿価額 公正価値

長期借入金 20,171 百万円 20,032 百万円
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（収益認識に関する注記）
1. 収益の分解

分解した収益とセグメント収益の関連
当社グループは「車載部品事業」、「民生部品事業」、「樹脂コンパウンド事業」並びに「自動車販売事

業」を主な事業としており、製品の製造販売及び自動車の販売等を行っております。製品の販売について
は、製品を顧客に引渡した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足さ
れると判断し、当該製品の引渡し時点で収益を認識しております。
また、履行義務の充足時点である製品の引渡し後、概ね３ヶ月以内に支払いを受けております。自動車

の販売等につきましても、引渡し時点で収益を認識しております。また、概ね履行義務の充足時点にて対
価の支払いを受けております。収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及
び返品などを控除した金額で測定しております。
所在地別の売上収益とセグメント売上収益の関連は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
車載部品
事業

民生部品
事業

樹脂コンパウ
ンド事業

自動車
販売事業 その他 合計

日 本 72,089 9,684 5,843 26,276 9,260 123,155
米 国 63,093 − − − − 63,093
その他米州 24,383 − − − − 24,383
欧 州 26,851 − − − − 26,851
アジア 71,700 3,887 3,324 − − 78,913
合計 258,118 13,572 9,168 26,276 9,260 316,397

2. 契約残高
当社グループの契約残高は、顧客との契約から生じた債権（受取手形及び売掛金）のみであります。
なお、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

3. 残存履行義務に配分する取引価格
当社グループにおいては、個別の契約期間が１年を超える重要な取引はありません。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

4. 顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
当社グループにおいては、資産として認識しなければならない、契約を獲得するための増分コスト、及び

履行にかかるコストはありません。
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（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり親会社所有者帰属持分 3,777円72銭
2. 基本的１株当たり当期利益 104円88銭

（重要な後発事象に関する注記）
当社は、2025年５月15日開催の取締役会において、会社法第459条第一項及び当社定款第37条の規定に基

づき自己株式に関わる事項を以下のとおり決議いたしました。
１. 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主利益還元の強化を

図るため
２. 取得に関わる事項の内容
（1）取得対象株式の種類 ：当社普通株式
（2）取得し得る株式の総数：2,000,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.48%）
（3）株式の取得価格の総額：2,000百万円（上限）
（4）取得期間 ：2025年5月１6日から2026年3月31日
（5）取得の方法 ：東京証券取引所における市場買付

①自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付
②自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付

2025年05月22日 18時07分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 21 ―

個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式… 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…… 時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

市場価格のない株式等…… 主として移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
計器類の製品・仕掛品………… 総平均法
その他の製品・仕掛品………… 個別法
原材料…………………………… 総平均法
貯蔵品…………………………… 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……………………… 定額法
（リース資産を除く）
無形固定資産……………………… 定額法

なお、特許権の償却年数は11年、ソフトウエア（自社利用分）の償却
年数は５年（社内における利用可能期間）であります。

（リース資産を除く）

リ ー ス 資 産……………………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。

長期前払費用……………………… 定額法
3. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金…… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により
計上し、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金…… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上し
ております。

役 員 賞 与 引 当 金…… 役員に対して支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上して
おります。

製品補償損失引当金…… 顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係わる費用に備えるため、今後
発生が見込まれる補償費等について合理的に見積もられる金額を計上しており
ます。
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退 職 給 付 引 当 金…… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。

4. 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの
支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。

（会計方針の変更に関する注記）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項但し書きに定める経過的な

取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）
繰延税金資産の回収の可能性

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金負債（純額） 1,151百万円 繰延税金資産（繰延税金負債との相殺前） 1,172百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産に係る算出方法につきましては、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金等のうち将来そ

の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識しております。また、回収可能性につき
ましては、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及びタックス・プランニングに基づき判断しておりま
す。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
当社は、グループ通算制度を採用しております。課税所得の見積りは、取締役会にて承認された通算会社

の経営計画のうち、主に当社の経営計画に基づき行っております。
経営計画に含まれる見積りに用いた主要な仮定は、販売価格の値上げ、販売台数の変動の予測になりま

す。将来の販売価格の値上げ、販売台数の変動については、顧客から入手した情報を基に過去の実績等を勘
案し、設定しております。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
見積りに用いた主要な仮定である将来の販売価格の値上げ、販売台数の変動は、市場となる国や地域の景

気悪化等の影響を受ける恐れがあるなど、不確実な経済条件の変動等により、回収可能価額の見積りに重要
な影響を及ぼす可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産

建物2百万円、土地153百万円を取引保証の担保に差入れております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 43,021百万円
3. 保証債務

下記の会社の金融機関等からの借入債務及び商取引に対し、保証を行っております。
新潟マツダ自動車（株） 402百万円
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4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 52,692百万円
短期金銭債務 31,793百万円
長期金銭債権 3,141百万円

5. 国庫補助金の受入により、有形固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額
建物 149百万円
構築物 8百万円
機械及び装置 337百万円
車両運搬具 0百万円
工具、器具及び備品 21百万円
土地 48百万円
計 566百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

売上高 91,669百万円
営業費用 36,791百万円
営業取引以外の取引高 8,689百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,305,026株 2,255,815株 2,450,855株 1,109,986株
増加数の主な内訳は次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 15株
取締役会決議による自己株式の取得による増加 2,255,800株

減少数の主な内訳は次のとおりであります。
新株予約権の行使による減少 2,800株
譲渡制限付株式報酬による自己株式の減少 11,755株
取締役会決議による自己株式の消却による減少 2,436,300株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
棚卸資産評価損 2,106 百万円
有価証券評価損 7,881 百万円
賞与引当金 299 百万円
退職給付引当金 394 百万円
減損損失 128 百万円
減価償却超過額 179 百万円
ソフトウエア開発費 1,090 百万円
製品補償損失引当金 49 百万円
貸倒引当金 239 百万円
繰越外国税額控除 857 百万円
その他 645 百万円
繰延税金資産小計 13,872 百万円
評価性引当額 △12,700 百万円
繰延税金資産合計 1,172 百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △2,323 百万円
繰延税金負債合計 △2,323 百万円
繰延税金負債の純額（△） △1,151 百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等
属性 会社等の

名称
議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

エヌエスアドバ
ンテック（株）

所有
直接 100.0％

製品及び部品
の購入、
役員の兼任

製品及び部品
の購入
（注2）

8,130百万円 買掛金 2,089百万円

ニッポンセイキ
ヨーロッパ社

所有
直接 100.0％

製品の販売、
資金の借入、
役員の兼任

製品の販売
（注2）
利息の支払
（注1）

12,347百万円

34百万円

売掛金
短期借入金

6,587百万円
2,731百万円

エヌ・エス・ポ
ーランド社

所有
直接 100.0％

部品の販売、
資金の貸付、
役員の兼任

利息の受取
（注1）

251百万円 短期貸付金 7,587百万円

エヌ・エス・イ
ンターナショナ
ル社

所有
直接 100.0％

資金の借入、
役員の兼任

利息の支払
（注1）

866百万円 短期借入金 17,198百万円

ニューサバイナ
インダストリー
ズ社

所有
間接 100.0％

製品及び部品の
販売、
役員の兼任

製品及び部品
の販売
（注2）

13,705百万円 売掛金 4,293百万円

ニ ッ ポ ン セ イ
キ・デ・メヒコ
社

所有
直接 0.4％
間接 99.6％

製品及び部品の
販売、
資金の貸付、
役員の兼任

製品及び部品
の販売
（注2）
利息の受取
（注1）

7,466百万円

282百万円

売掛金

短期貸付金

2,613百万円

4,799百万円

エヌエス イン
ス ツ ル メ ン ツ
インディア社

所有
直接 99.0％
間接 1.0％

製品及び部品の
販売、
役員の兼任

製品及び部品
の販売
（注2）

8,153百万円 売掛金 4,166百万円

東莞日精電子有
限公司

所有
直接 100.0％

資金の貸付、
役員の兼任

利息の受取
（注2）

8百万円 長期貸付金 2,392百万円

関連会社
ジェイエヌエス
インスツルメン
ツ社

所有
直接 49.0％

製品及び部品の
販売

製品及び部品
の販売
（注2）

14,257百万円 長期貸付金 5,914百万円
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）資金の貸付及び借入は、日本精機株式会社がグループ各社に提供するキャッシュ・マネジメント・シ

ステムによるものであり、資金が日々移動するため、取引金額は記載せずに、期末残高を記載してお
ります。また金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

（注2）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上決定しており
ます。

（収益認識に関する注記）
「連結注記表（収益認識に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たりの純資産額 1,983円28銭
2. １株当たりの当期純利益 82円11銭

（重要な後発事象に関する注記）
自己株式の取得
「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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